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日野町印鑑条例ࡢ改正ࡀ必要࡞理由と概要 

 

㸯 背景及び趣᪨ 

住民基本ྎ帳法施行令等ࡢ一部を改正すࡿ政令㸦ᖹ成 31 ᖺ法律第 152 号㸧ࡀ

ᖹ成 31 ᖺ 4 月 17 日公布さࢀたこと伴いࠊ印鑑登録証明事務処理要領㸦昭和 49

ᖺ自治振第 10 号自治省行政局振興課長ら各都道府県総務部長あて通知㸧ࡢ一部

令和元ᖺࢀ改正さࡀ 11 月 5 日ら実施さࡿࢀたࠊࡵ日野町印鑑条例ࡢ一部改正を

行うࠋࡢࡶ 

 

㸰 改正内容 

㸦1㸧住民票等へࡢᪧ氏記載ྍࡀ能とࡿ࡞こと伴いࠊ登録印鑑としてᪧ氏ࡢ印鑑を

追加すࠋࡿ 

㸦2㸧住民票記載さࢀていࡿᪧ氏を登録印鑑としていࡿ者ࡀᪧ氏を変更した場合

㸦登録さࢀていࡿ印影を変更すࡿ必要࡞ࡢい場合を除くࠋ㸧そࡢ者係ࡿ印鑑ࡢ登

録をまっ消すࠋࡿ  

 

㸱 附則 

こࡢ条例ࠊࡣ令和元ᖺ 11 月 5 日ら施行すࠋࡿ 
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日野町印鑑条例ࡢ一部を改正ࡿࡍ条例 

 

日野町印鑑条例㸦昭和 5」 年日野町条例第 8号㸧ࡢ一部を次ࡼࡢう改正ࠋࡿࡍ 

 

改正後 改正前 

 

。登録ࡢ拒否) 

 

。登録ࡢ拒否) 

第5条 町長ࠊࡣ登録を受ࡼࡅうࡿࡍ印鑑ࡀ次ࡢ各号1ࡢ該当ࡍ

 ࠋい࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡋ登録を拒否ࡢ当該印鑑ࠊࡣ場合ࡿ

第5条 町長ࠊࡣ登録を受ࡼࡅうࡿࡍ印鑑ࡀ次ࡢ各号1ࡢ該当ࡍ

 ࠋい࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡋ登録を拒否ࡢ当該印鑑ࠊࡣ場合ࡿ

。1) 住民基本台帳記録さࢀた氏ྡࠊ氏ࠊྡࠊ旧氏。住民基本台

帳法施行௧。昭和4「年政௧第「9「号ࠋ௨下ࠕ௧ࠖいうࠋ)第」0条

通称。௧第」0ࡣくࡋ若(ࠋࡌ௨下ྠࠋ旧氏をいうࡿࡍ規定「1ࡢ

条16ࡢ第1項規定ࡿࡍ通称をいうࠋ௨下ྠࠋࡌ)又ࡣ氏ྡࠊ旧

氏若ࡋくࡣ通称ࡢ一部を組ࡳ合わࡏたも࡛ࡢ表さ࡚ࢀい࡞いも

 ࡢ

。1) 住民基本台帳記録さࢀた氏ྡࠊ氏ྡࠊ若ࡋくࡣ通称。住民

基本台帳法施行௧。昭和4「年政௧第「9「号)第」0条6」ࡢ第1項規

定ࡿࡍ通称をいうࠋ௨下ྠࠋࡌ)又ࡣ氏ྡ若ࡋくࡣ通称ࡢ一部を

組ࡳ合わࡏたも࡛ࡢ表さ࡚ࢀい࡞いもࡢ 

。「) 職業ࠊ資格ࠊそࡢ他氏ྡࠊ旧氏又ࡣ通称௨外ࡢ事項࡛表࡚ࡋ

いࡿもࡢ 

。「) 職業ࠊ資格そࡢ他ࡢ事項࡛表࡚ࡋいࡿもࡢ 

。」)～。6) 略 。」)～。6) 略 

「 略 「 略 

  

。印鑑登録原票) 。印鑑登録原票) 

第6条 町長ࠊࡣ印鑑登録原票。௨下ࠕ印鑑票ࠖいうࠋ)を備えࠊ第

4条ࡢ規定ࡾࡼ印鑑ࡢ登録を受ࡿࡅ者ࡘい࡚ࠊ印鑑票次掲

 ࠋࡿࡍ事項を登録ࡿࡆ

。1)及び。「) 略 

。」) 氏ྡ。氏変更ࡀあࡗた者係ࡿ住民票旧氏ࡢ記載。法第6

条第」項ࡢ規定ࡾࡼ磁気ディスク。ࢀࡇ準ࡿࡎ方法ࡾࡼ一定

(ࠋࡌ௨下ྠࠋࡴ物を含ࡿࡁ࡛ࡀࡇく࠾࡚ࡋ記録事項を確実ࡢ

をも࡚ࡗ調整ࡿࡍ住民票あࠊࡣ࡚ࡗ記録ࠋ௨下ྠࡀ(ࠋࡌさ࡚ࢀ

いࡿ場合あࡣ࡚ࡗ氏ྡ及び当該旧氏ࠊ外国人住民係ࡿ住民票 

第6条 町長ࠊࡣ印鑑登録原票。௨下ࠕ印鑑票ࠖいうࠋ)を備えࠊ

第4条ࡢ規定ࡾࡼ印鑑ࡢ登録を受ࡿࡅ者ࡘい࡚ࠊ印鑑票次

 ࠋࡿࡍ事項を登録ࡿࡆ掲

。1)及び。「) 略 

。」) 氏ྡ。外国人住民係ࡿ住民票通称ࡀ記録さ࡚ࢀいࡿ場

合あࠊࡣ࡚ࡗ氏ྡ及び通称) 
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  (氏ྡ及び当該通称ࠊࡣ࡚ࡗあ場合ࡿい࡚ࢀさࡀ記載ࡢ通称

。4)～。8) 略 。4)～。8) 略 

  

。登録ࡗࡲࡢ消等) 。登録ࡗࡲࡢ消等) 

第1「条 略 第1「条 略 

「 町長ࠊࡣ印鑑ࡢ登録を受࡚ࡅいࡿ者ࠊࡀ次ࡢ各号1ࡢ該当ࡿࡍ

 ࠋい࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡋ消ࡗࡲ登録をࡢ当該印鑑ࠊࡣࡁ

「 町長ࠊࡣ印鑑ࡢ登録を受࡚ࡅいࡿ者ࠊࡀ次ࡢ各号1ࡢ該当ࡿࡍ

 ࠋい࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡋ消ࡗࡲ登録をࡢ当該印鑑ࠊࡣࡁ

。1) 略 。1) 略 

。「) 氏ྡࠊ氏。氏変更ࡀあࡗた者あࡣ࡚ࡗ住民票記載ࡀさ

通称又ࠊࡣ࡚ࡗあ外国人住民。ྡࡣ又(ࠋࡴ旧氏を含ࡿい࡚ࢀ

ࡿい࡚ࢀ登録さ。ࡁたࡋを変更(ࠋࡴ片仮ྡ表記を含ࡢ氏ྡࡣ

印影を変更ࡿࡍ必要࡞ࡀい場合を除くࠋ(ࠋ 

。「) 氏ྡࠊ氏又ྡࡣ。外国人住民あࠊࡣ࡚ࡗ通称又ࡣ氏ྡࡢ片

仮ྡ表記を含ࠋࡴ)を変更ࡋたࡁ。登録さ࡚ࢀいࡿ印影を変更

 ࠋ(ࠋい場合を除く࡞ࡀ必要ࡿࡍ

。」)～。5) 略 。」)～。5) 略 

」 略 

 

」 略 

附 則 

௧和元年ࠊࡣ条例ࡢࡇ 11 月 5 日ࡽ施行ࠋࡿࡍ 

 


